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坂戸・鶴ヶ島消防組合に対する令和５・６年度の競争入札参加資格審査（追加）申請書の作成・提

出にあたっては、この申請要領をよく読んで、誤記・記入漏れ・不足書類等のないよう確認のうえ申

請してください。 
また、提出書類に不備・不足がありますと、申請を受け付けることができませんので注意してくだ

さい。 
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第１章 資格審査申請要件 

１ 資格審査申請対象者 

令和６年４月から令和７年３月までに坂戸・鶴ヶ島消防組合（以下「組合」という。）が発注する一定金額

以上の建設工事に関する競争入札（指名・一般）又は随意契約（見積り）に参加しようとする方は、この申

請要領に従って競争入札参加資格審査申請をしなければなりません。 
※ 申請については、会社（個人事業主の場合は事業主）単位となります。（埼玉県とは異なります。） 

※ 本組合では電子入札制度を導入しないため、「埼玉県電子入札共同システム」等にて入札参加資格申請を

した場合でも、別途申請が必要となりますので、ご注意ください。 

 
２ 申請できない者 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項により準用する場合を含む。）

に該当する者。 
（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１項により準用する場合を含む。）

の規定により、坂戸・鶴ヶ島消防組合の一般競争入札又は指名競争入札に参加させないこととされた者。 
（３） 金融機関に取引を停止されている者。 
（４） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）第３条又は第８条第１項第１号の規

定に違反し、又は刑法第９６条の６の規定（競売等妨害）に違反し、管理者から資格を抹消され、当該

抹消された日から２年を経過しない者。 
（５） 申請業種について建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていない者。 
（６） 申請時点において有効な経営事項審査結果通知書（総合評定値の通知）を受けていない者。 

（詳細は下記「３ 資格審査基準日」を参照のこと。） 

 
３ 資格審査基準日 

提出する経営事項審査の総合評定値通知書（新様式）に記載された「審査基準日」とします。 
今回の申請には、経営事項審査の総合評定値通知書（「結果通知書」）で、申請日現在「有効」であり、

かつ「直近のもの」の写しの提出が必要となります。 
 

４ 審査結果の公表 

  審査結果は、「資格者名簿」により一般に公開（閲覧）しますので、個々の申請者には、登録済の通知や

格付通知をいたしません。 

公開する資格者名簿には、住所（所在地）、氏名（商号又は名称）、代理人、資本金、申請業種、従業員数

等のほか、建設工事は更に格付（格付基準を含む。）、資格審査数値（官公需適格組合以外は経営事項審査の

総合評点等）が掲載されますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。 
なお、確認方法は、管理課窓口で資格者名簿を閲覧してください。閲覧開始時期は令和６年４月上旬の予

定で、その後、常時どなたでも閲覧することができます。 
 

５ 登録の有効期間 

今回の登録の有効期間は、「令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで」の１年間です。 
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第２章 申請の受付について 

１ 申請にあたっての注意事項 

（１）資格要件について 
 公共工事等の受注にあたっては、建設業の許可や納税義務を果たしているといった資格要件がありま

す。詳細については、第１章「資格審査申請要件」をご覧ください。 
また、資格要件を満たしていることを確認するために、納税証明書などの書類を提出していただく必

要があります。 
（２）申請する業種について 

申請できる業種は、本店又は主たる営業所と代理人を置く委任事業所を合計して「５業種」までです。 
５業種以内であっても、他の事業所で申請した業種は重ねて申請（重複登録）はできません。 

 
 
２ 受付日程（郵送申請のみ） 

下表のとおり、毎日先着順で受け付けます。 

申請は、郵送での申請をお願いいたします。 

 受 付 期 間 郵 送 場 所 郵 送 方 法 

令和６年１月 ９ 日から 

令和６年１月１９日まで 

（※１月１９日消印有効） 

〒350-0221 

埼玉県坂戸市鎌倉町 16番 16号 

 

「坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 

管理課 管理担当」 あて 

簡易書留等配達が 

確認できる方法 

（持参不可） 

※申請受領書を送付しますので、返信先を明記した封筒（定型）に８４円切手を貼っ

たものを必ず同封して下さい。返信先の記入漏れ、切手貼付のない場合には返信でき

ません。 
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３ 申請までの流れ 

坂戸・鶴ヶ島消防組合では、書面による申請に加え、申請用データを坂戸・鶴ヶ島消防組合あてにメー

ル送信していただきます。 

書面による申請だけでは、申請が完了したことにはなりませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請様式を坂戸・鶴ヶ島消防組合ホームページよりダウンロードする。 

（組合ホームページアドレス http://sakatsuru119.jp/） 

② ダウンロードしたファイルを解凍し、申請書類を作成する。 

申請書類は全てマイクロソフト・エクセルファイルで作成します。 

（ファイルの解凍方法等は、１６ページを参照してください） 

③ 組合へ書面による申請をする。（郵送申請のみ受付）※返信用封筒を同封 

（受付日程は前ページを参照） 

④ 組合から「令和５・６年度競争入札参加資格審査（追加）受付票」を郵送

しますので受領して下さい。 

⑤-1 申請事項に不備がなく、 

「受理」の受付票を受領

した場合 

※受理欄に受付印があります。 

⑤-2 申請事項に不備があり、 

「不受理」の受付票を受領 

した場合 

※受理欄に受付印はありません。 

⑥ 同封された受付チェックリスト

を確認後、すべての書類が整い次

第、令和６年２月１６日（金） 

までに郵送する。（必着） 

⑦ 以下の指定されたアドレス宛に申請用データを送信する。 

（kanri@sakatsuru119.jp） 

⑧ 組合より受付完了メールが届いた時点で登録完了となります。 
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第３章 提出書類について 

１ 提出書類のまとめ方 

提出書類については、次のとおりまとめて郵送してください。 

（１）提出書類のサイズはすべて「Ａ４判」に統一してください。 
（原本がＡ４判以外の書類は、縮小又は拡大コピーをして、必ずＡ４判に統一してください。） 

（２）提出にあたっては、次頁「２ 提出書類一覧」に記載の番号順に書類を揃え、提出してください。 
（ホチキス止めはしないでください。） 

（３）「競争入札参加資格審査申請書」「委任状」等、押印を要する書類については、必ず朱肉にて押印した原 
本を提出してください。その他の添付書類はコピーでも結構です。 

（４）申請書類の記入にあたっては、全てエクセルファイル上で入力し、出力した書類を提出してください。 
（５）埼玉統一様式、国土交通省様式、埼玉県様式（電子入札用）、他市町村様式は受け付けません。 

（６）提出を求めていない書類等（会社案内・営業案内・商品見本・パンフレット類、名刺など）は、提出し 
ないでください。 

（７）申請受領書を送付しますので、返信先を明記した封筒（定型）に８４円切手を貼ったものを必ず同封し

て下さい。返信先の記入漏れ、切手貼付のない場合には返信できません。 
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２ 提出書類一覧 
●：全申請者が提出を要するもの  △：該当者のみ提出を要するもの 
○：任意様式 可         ×：任意様式 不可       

※ 申請にあたっては、必ず当組合の様式をご利用ください。それ以外の様式（「埼玉統一様式」や「埼玉県電
子入札用様式」等）での申請は受付いたしませんので、ご注意ください。 

提 出 書 類 の 名 称 等 
様式の種類等 様  式  等 

※番号は 

組合様式番号 組合様式 任意様式 

様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
作
成
す
る
も
の 

1 競争入札参加資格審査申請書〔基本共通情報〕 ● × 様式第 1 号 

2 委任状  【代理人を置く場合に限る】 △ × 様式第 2 号 

3 競争入札参加資格審査 個別申請情報 〔建設工事〕 ● × 様式第 3 号 

4 建設業の許可を受けた営業所一覧表 ● ○ 様式第 6 号 

5 
営業所案内図 
【本社営業所等が、坂戸市・鶴ヶ島市に所在する者】 

△ 
（手書き可） 

× 様式第 9 号 

6 
営業所写真 
【本社営業所等が、坂戸市・鶴ヶ島市に所在する者】 

△ 
（出力後、貼付可） 

× 様式第 10 号 

7 工事経歴書 ● × 様式第 11 号 

8 技術職員名簿 〔建設工事〕 ● ○ 様式第 14 号 

9 
官公需適格組合資格審査数値計算表 
【官公需適格組合が申請する場合】 

△ × 様式第 17 号 

10 
組合員名簿 
【中小企業等協同組合等に限る】 

△ × 様式第 18 号 

行
政
機
関
等
か
ら
交
付
（
作
成
）
し
て
も
ら
う
も
の 

11 
登記事項証明書  【法人に限る】 
（Ｂ５判のものは、見開き２ページ（Ｂ４判 1 枚）分を
Ａ４判１枚に縮小コピーすること） 

● 発行者様式（写し可） 

12 
代表者の住民票、身分（元）証明書、後見登記ファイル
に成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がな
いことの証明書  【個人に限る】 

△ 発行者様式（写し可） 

13 
消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） 
〔種類は、その１、その３、その３の２、その３の３〕 
※課税事業者・免税事業者を問わず必要です。 

● 発行者様式（写し可） 

14 
法人市町村民税（東京 23 区は法人都民税）の納税証明
書（代理人を置く場合は、本店所在地の分及びその営業
所所在地の分） 

● 発行者様式（写し可） 

15 ＩＳＯ認証取得登録証の写し 【ＩＳＯ認証取得者】 △ 発行者様式の写し 

16 総合評定値通知書（経審）の写し ● 発行者様式の写し 

17 許可通知書の写し又は許可証明書 ● 発行者様式の写し 

18 
財務諸表（直前２年度分） 

［貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書］ 
● 任意様式 

19 
官公需適格組合証明書 
【官公需適格組合が申請する場合】 

△ 発行者様式の写し 

20 
組合と組合員（５以内）の総合評定値通知書（経審）の
写し【官公需適格組合が申請する場合】 

△ 発行者様式の写し 

21 
災害時における協定の写し 
（協定の写し又は申告） 
【坂戸・鶴ヶ島消防組合と協定を締結している者】 

△ 
発行者様式の写し又は 
申告 
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第４章 申請書類の作成について 

１ 様式の取得方法 

（１）坂戸・鶴ヶ島消防組合ホームページより申請様式をダウンロードする。 

（坂戸・鶴ヶ島消防組合ホームページアドレス http://sakatsuru119.jp/） 

（２）ダウンロードしたファイルは、圧縮されています。ファイルを解凍すると、「坂・鶴消防参加申請フォ

ルダ（建設工事）」が作成され、その中に「操作手順について」及び「坂・鶴消防指名参加申請様式（建

設工事）」のファイルがあります。 

（詳しくは、１６ページ「第６章 申請様式のダウンロード等の方法について」をご覧ください。） 

（３）ダウンロードしたファイルの中の「操作手順について」及び下記の「２ 申請書類の作成要領」をよ

く読んで作成してください。 

 

 

２ 申請書類の作成要領 

 

【様式をダウンロードして作成するもの】 

 

 申請様式全体 共通事項  

（１）申請に使用できる漢字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とし、申請内容（人名及び法人名を含む）に

おいてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名に置き換えてください。 

（２）入力時に「リスト」が表示される項目については、リストより選択してください。 
（リスト以外のデータを入力した場合、エラーとなります。） 

（３）数値項目は、半角で入力してください。 
 

 

 1 様式第１号 競争入札参加資格審査申請書 〔基本共通情報〕  

※任意様式 不可  

（１）「組合記入欄（受付番号）」は入力不要です。 
（２）申請日は、提出日を記載してください。＜西暦で入力してください。入力例：2023/1/10＞ 

（３）「法人等情報」、「委任事業所情報」欄については、次の要領で記載してください。 
① 「フリガナ」については、左づめ半角カタカナで記載してください。 

また、「フリガナ」には、法人格（カブ、ユウなど）は記載しないでください。 
② 「商号又は名称」は、法人格の場合、略称で記載してください。パソコンの文字変換で表示される略

称＜例：㈱など＞は使用せず、全て全角＜例：（株）＞で記載してください。ただし、公益社団法人、 
 一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人は省略しないで下さい。 
＜例＞ 

株式会社＝（株）、有限会社＝（有）、合名会社＝（名）、合資会社＝（資）、医療法人＝（医）、 
学校法人＝（学）、社会福祉法人＝（福）、相互会社＝（相）、特定非営利活動法人＝（特非）、 
企業組合＝（企）、協業組合＝（業）、協同組合＝（同） 

③ 「代表者役職名」は、登記事項証明書に記載されたとおりに記載してください。また、個人にあって

は「代表者」と記載してください。登記事項証明書と異なった職名を使用している場合は、「本店等登記

内容」欄に記入してください。代表者名は、姓と名の間を全角１文字分空けてください。 
④ 「住所」欄の丁目、番、号等の文字は「－（ハイフン）」を用いて、全て全角で記載してください。 
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⑤ 「電話番号」「ファクシミリ番号」欄は、市外局番・市内局番・加入者番号を「－（ハイフン）」を用

いて全て半角で記載してください。携帯電話は不可とします。 
⑥ 「Ｅ－ｍａｉｌ」欄は、必ず記入してください。 

（４）「本店等登記内容」欄は、「法人等情報」と登記事項証明書の内容が異なる場合に記入してください。

（該当箇所のみ記入） 
（５）「後見登記の有無」欄は、個人事業主の場合のみ記載してください。 

後見ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がない場合には、「2：無」を選択し

てください。 
（６）「実績・職員数情報」欄は、申請日直近の決算に基づき記載してください。 

ただし、「総売上高」については、申請日直近２年間の財務諸表上の売上高の平均を記載してください。 
（７）「納税」欄は、該当する番号を選択してください。 

「2：未納あり」の場合は、申請することができません。 

（８）「主要取引金融機関」欄は、全て全角で記載してください。 
（９）「ISO9000 シリーズ」、「ISO14000 シリーズ」欄は、申請日現在に有効であり申請業種について取得して

いるものを対象として記入してください。 

「認証機関名」欄は、全て全角で記載してください。 
「登録・更新年月日」欄は西暦で記入してください。＜入力例：2022/10/1＞ 

（10）「申請事務担当者」欄は、この申請事務を実際に担当する方、その他申請内容について回答できる方の

内容を記入してください。なお、行政書士が記入する場合は、氏名・電話番号を記入してください。 
 
 
 2 様式第２号 委任状〔業種共通〕  

※任意様式 不可  

（１）「様式第１号 競争入札参加資格審査申請書 〔基本共通情報〕」中、「委任事業所の有無」欄に 

「1:有」を選択した場合、各項目に様式第 1 号に記載した内容が反映されています。 

（２）組合に対する契約権限（入札・見積り、契約の締結、契約の履行、代金の請求・受領、復代理人の選

任、これらに付帯する一切のこと）を、登録有効期間中、代表者に代わって経常的に支店長・営業所長

等の代理人に委任する場合に提出してください。 

代理人を設置することができる支店・営業所は、組合と常時契約業務を行う事業所として相応の責任

のある者が常駐する事業所であり、申請業種についての許可・登録等を要する場合については、それら

の許可・登録を有する支店・営業所等に限ります。代理人は、希望業種（最大５業種）ごとに置くこと

ができますが、委任状に記載された権限の一部のみを委任することは認めません。 

また、代理人の使用印鑑は、入札書・見積書・契約書等に使用することとなるものです。特に法人の

場合は、印影に「商号・支店（営業所）名・役職名」が刻印されているものを使用し、代理人個人名の

印や社内用の印（例えば印影が単なる「代表取締役之印」や「営業所長之印」等）は、使用しないでく

ださい。 

委任期間は、登録の有効期間である「令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで」です。 
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 3 様式第３号 競争入札参加資格審査申請書〔建設工事 業種情報〕  

任意様式 不可、申請できる業種は「５業種」までです。 

本様式の記載にあたっては、建設業法に規定する経営事項審査の総合評定値通知書から、該当項目を転記

してください。 

（１）太枠の項目については、総合評定値通知書に記載のない項目です。 

（２）「審査基準日」欄は、経営事項審査の総合評定値通知書に記載されていますので、西暦に変換して全て

半角で入力してください。＜入力例：2023/10/1＞ 

（３）「申請業種」欄は、入力欄をクリックすると業種リストが表示されるので、その中から選択してくださ

い。業種の内容については、１７ページ「業種一覧表〔建設工事〕」を確認ください。なお、一度審査を

受けた業種の再審査、業種の変更はできませんので、ご注意ください。 

（４）「解体工事」の申請業種は、解体工事業でのみ受付いたします。詳細については別紙「令和５・６年度

の建設工事入札参加資格審査における「解体工事」の取扱いについて」を御覧ください。 

（５）「許可区分」、「代理人区分」欄は、申請業種ごとに建設業の許可区分を記載してください。 

（一般建設業：「１」、特定建設業：「２」） 

（６）「委任」欄は、代理人を置く場合に「１」を記載し、代理人を置かない場合は空欄としてください。 

なお、代理人を置く場合は、別途「様式第２号 委任状」が必要となります。 

（７）「実績割合」欄は、「完成工事高・２年（３年）平均」を入力すると自動計算されます。 

（８）「技術職員数」欄は、総合評定値通知書に記載されている職員の数を記載してください。 

 

 

 4 様式第６号 建設業の許可を受けた営業所一覧表  

※任意様式 可（ただし、記載された内容が満たされている場合に限ります。） 

建設業法上の許可を受けている営業所のみ記載してください。営業所等に代理人を置く場合は、その営業

所の許可業種の範囲内で委任することができます。必要な建設業の許可を受けていない支店・営業所、役員・

従業員等の自宅等を登録することはできません。 
なお、許可を受けている業種について、「許可業種」欄に該当番号を記載してください。 
（一般建設業：「１」、特定建設業：「２」） 

 

 

 5 様式第９号 営業所案内図  

※任意様式 不可 （組合様式を出力後、手書き等により作成したものでも可とします。） 

本様式は、組合に対して契約権限を有する本店・支店・営業所等が坂戸市・鶴ヶ島市内に所在する者のみ

提出してください。案内図の縮尺は任意としますが、付近の公共施設・店舗等の目標物を記載してください。 
 

 

 6 様式第 10号 営業所写真  

※任意様式 不可 （組合様式を出力後、写真を貼り付けたものでも可とします。） 

本様式は、組合に対して契約権限を有する本店・支店・営業所等が坂戸市・鶴ヶ島市内に所在する者のみ

提出してください。添付する写真は次の要領で撮影し、営業所案内図の裏面に糊付けしてください。 
〔写真の撮影要領〕 
① 建物の外観全景写真（カラー・サービス判）……１枚 
② 事務所・店舗等の内部写真（カラー・サービス判）……１枚 

（できるだけ広範囲が写るように撮影してください。） 
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 7 様式第 11号 工事経歴書  

※任意様式 不可 

申請業種ごとに、審査基準日（決算日）直前２年間の主な完成工事又は未完成工事実績を契約単位で記載

してください。 
「建設工事の種類」欄は、様式第３号において記載した「申請業種」が自動入力されています。 
記載する工事が下請の場合は、「注文者」の欄には直接注文した元請負人を記載し、「工事名」には下請件

名の名称で記載してください。 
「着工年月」・「完成（予定）年月」欄は西暦で「年月」まで、全て半角で記載してください。 

＜入力例：2023/10＞ 
 

 

 8 様式第 14号 技術職員名簿〔建設工事〕  

※任意様式 可（ただし、記載された内容が満たされている場合に限る。） 

技術職員名簿には、経営事項審査申請書の技術職員名簿〔20005 帳票〕に記載した技術職員のうち、当組

合への申請業務に従事する職員の資格について、業種ごとに、該当する資格の欄に記載してください。 

 

 

 9 様式第 17号 官公需適格組合資格審査数値計算表  

※任意様式 不可 

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、建設業法第３条の規定による建設業許可を受け、か

つ、官公需適格組合の証明を受けた者であり、資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例

を希望する方は、この様式を提出してください。 
イ 官公需適格組合の算出方法の特例が受けられるのは、官公需適格組合証明書に記載されている業種の

みとなります。 
また、併せて【様式第 18号 組合員名簿】も提出してください。 

作成に当たっては、当該組合のほか、５以内の組合員の経営事項審査結果通知書から必要な事項を記入し

てください。 

①  「年間平均工事高」欄、「自己資本額」欄、「建設業従事職員数」欄のそれぞれ「特例適用後数値」

欄については、合計した数値を記入してください。 

②  「経営状況評点」欄、「社会性等評点」欄のそれぞれ「特例適用後数値」欄については、少数点第１

位を四捨五入した平均値を記入してください。 

③  「建設工事の種類別年間平均完成工事高」欄には、官公需適格組合として特例計算を受ける業種を記

入し、「数値特例」欄については、合計した数値を記入してください。 

④  「建設業の種類別技術職員数」欄の「数値特例」欄については、記入した技術者の合計した数値を記

入してください。 

 

 

 10 様式第 18号 組合員名簿（組合等）  

※任意様式 不可 

申請者が、協同組合、協業組合、その他の組合等の場合に提出してください。 
また、官公需適格組合の算出方法の特例を希望する方は、【様式第 17 号 組合員名簿】と併せてこの様式

を提出してください。 
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【行政機関等から交付（作成）してもらうもの】 

 

 11 登記事項証明書（法人に限る）＜写し可＞  

申請日前 3 ヶ月以内に発行されたもので、その後の変更がなく現状を反映しているものに限ります。 
原本がＡ４判のものはそのまま、原本がＢ５判のものは見開きで（原本２ページ分＝Ｂ４判）Ａ４判に縮

小コピーして提出してください。 
 

 

 12 身分証明書、後見登記ファイルに記録がないことの証明書（個人に限る）＜写し可＞  

個人事業主の場合、住民票のほか、身分証明書（本籍地の市区町村で発行）及び「後見登記ファイルに成年

被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書」が必要となります。 
この書類は、契約締結能力があるかどうかを確認するために必要なもので、申請日前 3 ヶ月以内に東京法務

局後見登録課が発行したもので、現状を反映しているものとします。 
申請書は、お近くの法務局・地方法務局・法務省のホームページ等で入手できますが、発行は東京法務局以

外ではできません。証明書は郵送でも請求できます。なお、法人の代表者や代理人については必要ありませ

ん。 
 詳しくは、「東京法務局後見登録課 電話０３－５２１３－１２３４（代表）」へお問い合せください。 
 法務省のホームページ http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html 

 
 
 13 消費税及び地方消費税の納税証明書＜写し可＞  

申告先の税務署より、申請日前３ヶ月以内に発行されたもので、その後の変更がなく現状を反映している

ものに限ります。審査基準日（直近の決算日）で納期限が到来している１年度分の「消費税及び地方消費税」

に係る未納の税額がない旨の納税証明書を提出して下さい。 

様式は、国税通則法施行規則第５条の規定による「その１」「その３」「その３の２」「その３の３」のいず

れかにより証明を受けて下さい。 

納税額の表示がある証明書の場合は、未納税額が「０」のものに限ります。また、免税事業者であっても、

必ず提出してください。 
消費税及び地方消費税に関することは、申告先の税務署へおたずねください。 
なお、提出された納税証明書に関しては、本件競争入札参加資格審査以外の目的外使用及び第三者への公

表はいたしません。 
未納税額（延納を含む）がある場合は、理由を問わず受付けません。 

 

 

 14 法人市町村民税の納税証明書＜写し可＞  

申告先の市町村長より、申請日前３ヶ月以内に発行されたもので、その後の変更がなく現状を反映してい

るものに限ります。審査基準日（直近の決算日）で納期限が到来している１年度分の「法人市町村民税」に

係る納税証明書を提出してください。（未納の税額がない旨の記載があれば納税額の記載の有無は問いませ

ん。） 
様式は、各市町村が定めるもので結構ですが、必ず、前記の要件が確認できる事項が記載されている証明

書とします。 
法人市町村民税の納税証明に関することは、事業所の所在する市区町村の法人市町村民税担当へおたずね

ください。 
 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html


 - 11 - 

なお、提出された納税証明書に関しては、本件入札参加資格審査以外の目的に使用しないこと及び秘密事

項として第三者への公表はいたしません。 
未納税額（延納を含む）がある場合は、理由を問わず受付けません。 
 

申請書に添付が必要な納税証明書一覧表 

（注１） 東京 23 区の場合、②及び③については、法人都民税（本店又は支店・営業所を管轄する都税

事務所長発行）と読み替えてください。 

（注２） 審査基準日以降に本社を新たに設置又は移転した者又は代理人を置く支店・営業所を新たに設

置、移転した者（基準日現在で納税義務が発生していない者）は、当該事業所の所在市町村長の

発行する営業所設置届を行っている旨の「営業証明書」を必ず添付してください。 

（注３） 「法人市町村（都）民税」は、法人税（国税）ではありませんのでご注意ください。 

 

 

 15 ＩＳＯ認証取得登録証の写し〔ＩＳＯ認証取得者〕  

「ＩＳＯ９００１」「ＩＳＯ９００２」「ＩＳＯ１４００１」の認証を取得している場合のみ､提出ください。 
なお、認証にあたっては（財）日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又はＪＡＢと相互認証している認定期間に

認定されている審査登録機関の認証でなければならないものとします。 
 

 

 16 総合評定値通知書の写し（経審）  

申請日現在で有効な通知書が複数ある場合は最新のものを提出してください。 

※競争入札参加資格申請の仮受理及び申請後の経営事項審査の総合評定通知書の差し替えはできません。 

総合評定値通知書（経審）の有効期間は、「審査基準日（決算日）から１年７か月」となっています。 
〔例：審査基準日：令和５年６月３０日、有効期間：令和７年１月３１日まで〕 

今回の登録による競争入札参加資格の登録有効期限内であっても、毎年度の決算終了後、速やかに経営事

項審査申請を行い、最新の総合評定値通知書（経審）の写しを送付してください。なお、組合から提出要請

の通知や連絡はいたしませんので、各申請者において有効期限を確認の上、自主的に提出（郵送可）してく

ださい。有効期間内の総合評定値通知書（経審）の送付がない場合、契約の締結（指名）ができないケース

もありますので注意してください。 
 
 
 
 
 

区分 税目及び発行者 

本社で登録の場合 

（代理人を置かない場

合又は代理人の所在地

が本社と同一市区町村

の場合） 

① 本社の所轄税務署長が発行する「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

② 本社の所在する市区町村長が発行する「法人市町村民税」の納税証明書 

支店・営業所に代理人を

置く場合 

① 本社の所轄税務署長が発行する「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

② 本社の所在する市区町村長が発行する「法人市町村民税」の納税証明書 

③ 代理人を置く支店・営業所の所在する市区町村長が発行する「法人市町

村民税」の納税証明書 
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また、令和５・６年度の申請受付から社会保険等の加入状況確認を行います。 

※社会保険とは、【健康保険】、【厚生年金保険】、【雇用保険】の３保険のことです。 

社会保険等の加入状況は、「経営事項審査の総合評定値通知書の写し」の「その他の審査項目（社会性）」

欄で確認します。 

①全ての社会保険等の加入状況が「有」又は「除外」の場合⇒「社会保険等に加入している」とします。 

②いずれかの社会保険等の加入状況が「無」となっている場合⇒「社会保険等に未加入」とします。 

経営事項審査申請後に社会保険等に加入した場合は、次に掲げる「申請日現在に、社会保険等に加入され

ていることが確認できる資料」を提出した場合は、「社会保険等に加入している」こととします。 

 

【健康保険】（領収書の写しは、最新のものに限る） 

加入先 確認資料 

年金事務所 年金事務所の保険料領収書の写し 

健康保険組合 健康保険組合発行の保険料領収書の写し 

建設業関係の国民健康保険組合 

なし 

※年金事務所で健康保険被保険者適用叙階承認を受けて建設業

関係の国民健康保険組合に加入している場合、健康保険は適用除

外となります。この場合は、年金事務所発行の「厚生年金保険料

の領収書」で健康保険料が０円になっていることを確認します。 

 

【厚生年金保険】（領収書の写しは、最新のものに限る） 

加入先 確認資料 

年金事務所 年金事務所の保険料領収書の写し 

 ※健康保険及び厚生年金保険の加入先が両方とも年金事務所の場合、１部提出してください。 

 ※加入直後で領収書が未到達の場合は、次の a 又は b を提出してください。 

  a 「被保険者標準報酬決定通知書」の写し（直近のものに限る） 

    b 「適用通知書」の写し 

 

【雇用保険】（領収書の写しは、最新のものに限る） 

加入先 確認資料 

ハローワークに直接申告納付 
労働（雇用）保険の保険料申告書の写し 

と領収書の写し 

労働保険事務組合に委託している

場合 

事務組合発行の保険料納入通知書の写し 

と領収書の写し 

 ※上記の確認資料が用意できない場合は、組合発行の加入証明書等を提出してください。 

 ※加入直後で確認資料が未到達等の場合は、次の a から c のいずれかを提出してください。 

  a 「雇用保険加入済み確認願」の原本 

  b 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）」の写し 

  c 「雇用保険適用事業所設置届事業主控」の写し 

 

 

 17 許可通知書の写し又は許可証明書  

申請日現在有効な許可（全業種）についてのものを提出してください。許可通知書又は許可証明書の記載

事項に変更がある場合は、許可行政庁の受理印のある変更届の写し等の事実が確認できる書類を添付してく

ださい。 
 
 

 18 財務諸表  

財務諸表は、基準日の直前２年度分を提出してください。 
法人は、①貸借対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書を提出してください。 
個人は、①貸借対照表、②損益計算書を提出してください。 
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 19 官公需適格組合証明書の写し〔官公需適格組合〕  

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、建設業法第３条の規定による建設業許可を受け、か

つ、官公需適格組合の証明を受けた者であり、資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例

を希望する方は、【様式第17号 官公需適格組合資格審査数値計算表】及び【様式第18号 組合員名簿】の

提出に併せ、官公需適格組合証明書の写しを提出してください。 

 

 

 20 組合と組合員（５以内）の総合評定値通知書（経審）の写し〔官公需適格組合〕  

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、建設業法第３条の規定による建設業許可を受け、か

つ、官公需適格組合の証明を受けた者であり、資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例

を希望する方は、組合と組合員（５以内）の経営事項審査結果通知書を提出してください。 

 

 

 21 災害時における協定の写し〔消防組合と協定を締結している者〕  

申請日現在、災害時における協定を坂戸・鶴ヶ島消防組合と締結している場合（加入している社団法人等

の団体が締結している場合を含む）に、協定書の写し又は、提出時に申告してください。 
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第５章 申請後（名簿登載後）の事務手続きについて 

１ 変更申請 

申請日以降に申請事項に変更があった場合は、変更申請が必要となります。 

変更申請の詳しい方法等については、坂戸・鶴ヶ島消防組合ホームページをご覧ください。 

（組合ホームページアドレス http://sakatsuru119.jp/） 

※変更があった場合、変更申請が必要となる事項 

・本社の商号又は名称 

・本店・主たる営業所の名称・所在地 
・代表者の役職名・氏名（事業主の氏名） 
・本店又は代理人を置く営業所の電話番号・ファクシミリ番号 
・代理人を置く営業所の所在地・名称・代理人氏名・役職名 
・代理人を置く営業所の新設 
・許可（登録）の有無 
・許可番号・許可区分（特定・一般） 
・組合員の変更（中小企業等協同組合の場合） 

 

 

２ 届出 

資格審査申請者は、次の事項が生じたときは、事実を証する書類を添付して直ちに管理者に届け出なけれ

ばなりません。 
① 成年被後見人で復権を得ていない者となったとき 
② 法人が解散又は個人事業主が死亡したとき 
③ 営業停止命令を受けたとき 
④ 営業の休止、再開又は廃止をしたとき 
⑤ 金融機関に取引を停止されたとき 
⑥ 官公需適格組合として申請をした者が、その証明を受けられない者となったとき 
⑦ 会社更生法による更生手続開始の申立て、更生手続開始の決定、更生計画の認可があったとき 
⑧ 民事再生法による再生手続開始の申立て、再生手続開始の決定、再生計画の認可があったとき 
⑨ 役員・使用人等が、贈賄・談合などの不正行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され

たとき 
⑩ 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）の規定による排除勧告

又は課徴金納付命令を受けたとき 
⑪ 埼玉県内で、工事事故等を起こしたとき 

 

 

３ 参加資格の再審査 

相続、合併、分割、営業譲渡により資格審査申請をした者から当該営業の一切を継承した者が、その参加

資格を承継しようとするときは、「競争入札参加資格再審査申請書」に関係書類を添えて再審査の申請をしな

ければなりません。 

再審査の申請の詳しい方法等については、坂戸・鶴ヶ島消防組合へ問い合わせください。 
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〔関係書類例〕 

・許可（登録）行政庁に提出した変更届（受理印のあるもの）の写し（許可登録を要さないものは不要） 
・合併（統合）等に関する株主臨時総会議事録 
・合併（統合）等契約書 
・消滅する法人の登記事項証明書（閉鎖が記されているもの） 
・継承する法人の登記事項証明書 
・法人市区町村民税の営業所を設置した旨の「営業証明書」 
・営業所案内図、写真〔代理人を置く営業所が坂戸市、鶴ヶ島市に所在する場合〕 
・総合評定値通知書の写し（経審） 

 

 

４ 参加資格の抹消 

（１） 入札参加資格者名簿に登載された者が、次に掲げる事項に該当するときは、名簿から抹消します。 
①  地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、坂戸・鶴ヶ島消防組合の競争入札に参加

させないこととされた者 
② 法人の解散又は個人事業主の死亡から９０日を経過したとき 
③ 金融機関から取引を停止されたとき 
④ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反し

て公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると管理者が

認めるとき 
⑤ 刑法第９６条の３第２項（競売等妨害・談合）の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合

で極めて悪質であると管理者が認めるとき 
（２）入札参加資格者名簿に登載された者が、次に掲げる事項に該当するときは、名簿から抹消することが

あります。 
① 届出を必要とする事項についての届出を怠ったとき 
② 営業停止命令、営業の休止・再開、官公需適格組合としての証明を受けられない者となったことに

ついての届出を怠ったとき 
③ 資格審査申請書、変更届、添付書類等に虚偽の記載をしたとき 
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第６章 申請様式のダウンロード等の方法について 

「競争入札参加資格審査申請様式」は、エクセルの入力表を使って作成しますが、申請書を作成する上で

いくつかのルールがありますので、入力作業の前に以下の作業を行ってください。 
 

１ 申請様式のダウンロードについて 

（１） 坂戸・鶴ヶ島消防組合ホームページからファイルをダウンロードしてください。 

（組合ホームページアドレス http://sakatsuru119.jp/） 

（２） ダウンロードするファイル 

坂・鶴消防入札参加申請様式（建設工事） 

 

 

２ ダウンロードファイルの解凍方法について 

（１） 坂戸・鶴ヶ島消防組合ホームページからダウンロードした時に指定した保存先のフォルダを開きま

す。 

（２） その中に「s.tfd_sankashinsei_kouji」というファイルがあります。 

（３） 「s.tfd_sankashinsei_kouji」をダブルクリックするとファイルが解凍され、デスクトップに（そ

の他の場合もあります）「坂・鶴消防入札参加申請（建設工事）」というフォルダが作成されます。 

（４） 「坂・鶴消防入札参加申請（建設工事）」フォルダを開き、フォルダの中が以下のようになっている

か確認してください。 

 

 

 

３ 申請様式の作成 

（１） 「坂・鶴消防入札参加申請（建設工事）」フォルダを開き、まず最初に「操作手順について」をご覧

ください。 

（２） 操作手順に従い申請書の作成を進めてください。 

申請書の作成方法は、「第４章 申請書類の作成について（本書６ページ）」をご覧ください。

最初に「操作手順について」

をご覧ください。 
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業種一覧表 〔建設工事〕 
 【令和５・６年度】               坂戸・鶴ヶ島消防組合 

　タイル・れんが・
　ブロック工事

　鋼構造物工事

　鉄筋工事

　ほ装工事

　しゅんせつ工事

業　　種
（最大５業種まで）

　土木一式工事

　建築一式工事

　大工工事

　左官工事

　とび・土工工事

　石工事

　屋根工事

　電気工事

鉄骨工事、鋼橋梁工事、鉄塔工事、門扉工事、プール工事、鋼製タンク工事　等

給排水設備工事、冷暖房空調設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事　等

鉄骨等組立架設工事、ひき工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、吹
付け工事、道路付属物設置工事、外構工事　等

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し又は工作物にれんが、コンクリート
ブロック、タイル等を取付け、又は張付ける工事

鉄骨工事、避難階段設置工事、鋼製水槽工事、屋外広告工事　等

注）・既に加工された鉄骨を組立てるのみの工事は、とび・土工工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

注）・ガードレール、標識等の道路付属物設置工事は、とび・土工工事業

しゅんせつ工事（しゅんせつ船等によるもの）

電気設備等の電気工作物を総合的に建設する工事、発電変電設備工事、送配電設備工事、電
気設備工事、下水道施設の電気設備を設置する工事　等

総合電気設備工事、下水道施設電気設備工事　等

注）・電気設備のほか、管、電気通信設備等の機械器具を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業
　　・下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業

給排水設備工事、水洗便所設備工事、冷暖房設備工事、浄化槽工事、管内更生工事　等

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板ふき工事、屋根断熱工事

　管工事

とび工事、足場等仮設工事、鉄骨組立て工事、ひき工事、くい工事、土工事、盛土工事、コンクリート工事、地盤改良工事、モ
ルタル吹付け工事、外構工事　等

注）・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して行う工事は、鋼構造物工事
　　・土木工作物を総合的に建設するコンクリート工事は土木工事業
　　・建築物に対するモルタル等の吹付けは、左官工事業

工　事　の　内　容 工　事　の　例　示

総合的な企画、指導、調整のもとに行う建築物を建設する工事 鉄骨鉄筋コンクリート造建築物工事、鉄骨造建築物工事、鉄筋コンクリート造建築物工事　等

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または張付け
る工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事（建築物）、とぎ出し工事、洗い出し工事

注）・下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに行う道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する
工事

樋管工事、公道下等の下水道管等埋設工事、下水道幹線工事、管渠推進工事、シールド工事　等

注）・盛土工事、掘削工事等は、とび・土工工事業
　　・下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事

コンクリートブロック積み（張り）工事（建築物の建設）、れんが積み（張り）工事、タイル張り工事　等

注）・コンクリートブロック据付け工事は、とび・土工工事業
　　・建築物の内外装、法面処理、擁壁として石材に類似のコンクリートブロックを積み、又は張付ける工事は、石工事業

石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む）の加工又は積方により工作物を
築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）工事（建築物内外装、法面処理、擁壁）、石材加工工事

注）・コンクリートブロック据付け工事は、とび・土工工事業
　　・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事は、タイル・れんが・ブロック工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

注）・陸上で使用する掘削機で施工できる程度のしゅんせつ工事は、とび・土工工事業
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業種一覧表 〔建設工事〕 
【令和５・６年度】               坂戸・鶴ヶ島消防組合 

工作物の解体を行う工事

注）・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一
　　　式工事』や『建築一式工事』に該当する。

業　　種
（最大５業種まで）

工　事　の　内　容 工　事　の　例　示

　板金工事

　ガラス工事

　塗装工事

　防水工事

　内装仕上工事

　機械器具設置工事

　熱絶縁工事

　電気通信工事

　造園工事

内装仕上工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事　等

工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事

塗装工事、路面標示工事、屋内床面標示工事　等

注）・法面処理等のためのモルタル防水工事は、とび・土工工事業

塗装工事　等

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築物の防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、注入防水工事、シート防水工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事、カラー鉄板張付け工事、ステンレス張付け工事

注）・板金屋根工事は、屋根工事業

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事　等

運搬機器設置工事、プラント設備工事､水処理設備工事、汚泥脱水設備工事、汚泥焼却設備
工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事　等

プラント設備工事、水処理機械設備工事､沈砂池機械設備工事、濾過池機械設備工事、汚泥脱水機械設備工事、汚泥焼却炉設備
工事、換気設備工事、排水機設置工事　等

注）・下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業
　　・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、管工事業

サッシ工事、カーテンウォール工事、シャッター工事、自動ドアー工事　等

冷暖房熱絶縁工事､動力設備熱絶縁工事　等 冷暖房設備熱絶縁工事､動力設備熱絶縁工事　等

有線電気通信工事、無線電気通信工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事　等 データ通信設備工事､情報制御設備工事　等

庭園工事、公園設備工事、広場工事　等 植栽工事、水景工事　等

さく井工事､揚水設備工事　等 さく井工事、ポンプ設置工事　等

下水処理設備工事､取水施設工事､浄水施設工事、配水施設工事　等 下水処理設備工事､取水施設工事､浄水施設工事、配水施設工事　等

サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、自動ドアー取付け工事　等

注）・家屋その他の施設の敷地内の配管工事は、管工事業
　　・公道下等の下水道管埋設工事は、土木工事業
　　・下水道施設の水処理機械設備を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業

　さく井工事

　建具工事

　水道施設工事

水消火設備工事、泡消火設備工事、不燃性ガス消火設備工事、粉末消火設備工事、火災報知
設備工事、避難設備工事、排煙設備工事　等

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、粉末消火設備工事、火災報知設備工事、排煙設備工事　等

注）・ビルの外壁等に避難階段を設置する工事は、建築工事業

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事　等 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事　等

注）・公共下水道、流域下水道の処理設備を総合的に築造する工事は、水道施設工事業

　消防施設工事

　清掃施設工事

　解体工事 解体工事
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解体工事を希望する建設業者の皆様へ 

 

令和５・６年度の競争入札参加資格審査（追加）申請（建設工事）における      

「解体工事」の取扱いについて     

坂戸・鶴ヶ島消防組合では、建設業法の改正に伴い、令和５・６年度の建設工事入札参

加資格審査において「解体工事」を次のとおり取り扱います。 

 

◇ 受付業種について  

「解体工事」の申請業種は、解体工事業でのみ受け付けます。 

→解体工事業は、次の２点を満たした建設業者のみ申請できます。 

 ①申請する事業所で解体工事業の許可を取得していること 

 ②申請する事業者が解体工事業の経営事項審査を受審していること 

 

 ◇ 「解体工事」の総合評定値使用欄について  

  経営事項審査の総合評定値は、「解体」欄のみ使用します。 

  →格付けに当たっては、経営事項審査の「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）」

欄は使用しません。 

 

＜経営事項審査結果通知書＞ 5･6年度資格審査 

建設工事の種類 総合評定値 

解体 使用する 

とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経

過措置） 
使用しない 

 

◇ 申請の注意点について  

 とび・土工工事業での「解体工事」は申請できません。 

 →とび・土工工事業の受注希望工事から「解体工事」がなくなります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合せ先 

〒350-0221 埼玉県坂戸市鎌倉町１６番１６号 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 管理課 管理担当 

電話番号 ０４９－２８１－３１２０ 

組合ホームページ〔http://sakatsuru119.jp/〕 

 


